
第６章　調査対象地域の大気汚染の現状第６章　調査対象地域の大気汚染の現状第６章　調査対象地域の大気汚染の現状第６章　調査対象地域の大気汚染の現状



－107－

第６章　調査対象地域の大気汚染の現状第６章　調査対象地域の大気汚染の現状第６章　調査対象地域の大気汚染の現状第６章　調査対象地域の大気汚染の現状

６－１　地域の概況６－１　地域の概況６－１　地域の概況６－１　地域の概況

(１) ブエノス・アイレス市

　ブエノス・アイレス市は中央政府と立法、司法の三権が置かれ、国内における最も重要

な都市である。住民は 320 万人で、隣接するグラン・ブエノス・アイレス区を加えれば

1,100 万人（全国の約１／３）である。地形は平坦で、拡大な平野が広がっている。公

共・民間の輸送機関を使った人の動きが活発であり、交通量も多い。また、数多くの産業

がここを拠点としている。ブエノスアイレス市の東部を流れるラプラタ川（川幅約 60km）

に面して、セントラル・プエルト社のヌエボ・プエルト火力発電所（1,204MW）とプエル

ト・ヌエボ火力発電所（589MW）が隣り合って立地しており、その上流４～５km 地点にセ

ントラル・コスタネラ火力発電所 (2,092MW）が立地している。内陸部には港湾の資材集

積所があり、その先は市街地で高層建造物及び住宅街が密集している。

(２) サン・ニコラス市

　サン・ニコラス市はブエノス・アイレス市の北西約 200km にあり、サンタ・フェ地方と

の境に位置している。地形はブエノス・アイレス市と同じく平坦地で、パラナ河（川幅約

500m）が流れている。サン・ニコラス発電所は国内唯一の石炭焚き火力発電所である。河

川の反対側の陸域部は平坦で、発電所の周辺は住宅地が点在する程度、その他は牧場・畑

が広がっている。発電所は市街地に比較的近く、サン・ニコラス市（人口 14 万人）の中

心部は発電所の西－南－東側（約 180 度）１～６km に広がっている。

(３) ルハン・デ・クージョ市

　ルハン・デ・クージョはブエノス・アイレスの北西約 1,000km 地点にあり、アンデス山

脈先端部の側山麓（標高 700m）に位置する。ルハン・デ・クージョ火力発電所（500MW）

はメンドーサ市（人口 85 万人）の南西端から約 15km 地点にある。発電所は広大な平野

（雑木林）に囲まれている。人家は点在する程度であるが、最近増加している。市街地は

アンデス山脈の山頂（＝国境）まで 295km、山の麓まで５km 程のところにある。冷たい空

気が下にもぐり込む接地逆転によるスモッグ現象が多発している。
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(２) 排ガス測定

　50MW 以上のユニットの煙突に SO２、NOx およびばい塵の測定装置を設置し連続測定を行

なうことが義務付けられ、実行されている。また、測定値は中央制御室で監視されている。

なお、50MW 以下のユニットの排ガス測定は月に１回ポータブル装置に測定している。前回

本格調査の立派な成果を確認することが出来た。

(３) 環境対策

　消費燃料の大部分が天然ガスであるため、NOx の低減対策が最も重視されている。コン

バインドサイクルは NOx 対策として低 NOx バーナおよび水噴射法を行なっている。また、

従来型ユニットでも Central Puerto７号のように低 NOx バーナを設置しているところもある。

　今後も NOx 対策が重要な課題になると考えられる。

６－３　その他固定発生源６－３　その他固定発生源６－３　その他固定発生源６－３　その他固定発生源

(１) 調査対象地域の発電所以外の主な固定発生源

１) ブエノスアイレス市

　Nuevo Puerto 発電所の隣に Puerto Nuevo 発電所があり、Costanera 発電所は Nuevo

Puerto 発電所から４～５km 離れたところにある（ラプラタ河の上流)。これ以外に排煙

を出す固定発生源は少ない。なお、発電所は空港に近い（西約 10km)。

２) サンニコラス市

　発電所の南側約 1.5km 地点にシデラル（旧ソミサ）製鉄所をはじめ南から東方向約５

km 以内にコークス、化学工場、セメント工場（２工場)、圧延工場、コンバインドサイ

クル発電所、農産物加工、除草剤製造工場等多数の工場が立地している。

３) メンドーサ市

　発電所（市の南側から約 15km）の周辺には工場が多く南東方向数 km に石油精製工場

（YPF 製油所)、化学プラント金属工場、また、市街地の北側にセメント工場等かなり

の固定発生源がある。工場地帯で大気汚染の高い地区がある。

　環境に関する市民からの苦情として南西方面の工業地帯での臭気もとり上げられている。

(２) 発電所以外の固定発生源環境関連諸データの入手先

　｢ア」国では大工場の環境関連規制、管理等は州政府で行なっている。従って、発電所

以外の固定発生源環境関連諸データ（位置図、燃料消費量、排ガス測定データ等）は州政

府（ブエノスアイレス州、メンドーサ州）の環境部門で入手する必要がある。但し、ブエ

ノスアイレス市は特別市のため、入手が可能かも知れない。
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　また、経済省（Ministerio de Economia）内の工業・商業・鉱業庁（Secretaria de

Industria Y Mineria）からの入手も可能と考えられる。

６－４　移動発生源６－４　移動発生源６－４　移動発生源６－４　移動発生源

(１) 移動発生源に関する情報

　移動発生源に関する統計データや交通状況に情報の入手は国立乗物監督局（Direccion

Nacional de Vichidad）や調査対象地域の州政府が管理しているので ENRE を通しての収

集が必要である。

１) ブエノスアイレス市

・ブエノスアイレス市はサンニコラス市やメンドーサ市に比べて車輌の交通量が多い。

・市街地は車輛の交通量が多く、場所、時間帯によっては交通渋滞が発生している。ま

た、全般的に日本と比較して車輌が古い。

２) サンニコラス市

・現在は２ヶ所でモニタリングしている。近い方は発電所から 1.2km くらいの住宅街、

もう一つは交通による汚染状況把握するため繁華街で行っている。

・サンニコラス市の自動車保有台数は２万５千程度。交通渋滞は、金、土、日曜日の午

後７～10 時頃に起きやすい。交通渋滞は他の市のような通勤ラッシュによるもので

はなく、それほどひどくはない。

３) メンドーサ市

・自動車の台数は 10 年で２倍になった。この地域は地理的に交通の要所であり、大型

車輌の交通量が多い。

・環境に関する苦情としてバスの排気ガスがある。



－118－

６－５　気象状況６－５　気象状況６－５　気象状況６－５　気象状況

(１) 一般気象

　対象地域の年間の気象は気象庁で入手可能であるが、今回の調査では入手していない。

　従って、手元にある文献によりその概要を示す。

文献１　アルゼンティン・チリの旅（昭文社）1991 年

文献２　Argentina country of wonders

文献３　アルゼンティン ARC レポート 1998

＜ブエノスアイレス市の気候＞

　日本と同じように四季があり、焼けつくような太陽の射す夏（12 月～２月）から、指先の

凍えをおぼえる冬（６月～８月）まで周期的に変化する。雨は春夏に比較的少なく、秋冬の

寒い時期に多くなっている。日本よりも幾分過ごし易いと思われる大きな理由は、夏の暑さ

と冬の寒さが日本のように１～２週間続くことがまれで、３日も続くといったん気温が５～

10 度もいっぺんに緩む現象が普通となっている。

■ブエノスアイレス月別気温（℃）と雨量（mm）

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

平均 24.3 23 21.4 17.6 14.5 11.3 11.3 12.1 14.6 17.3 19.9 23.2

最高 37.8 37.7 37.6 32 30.4 25.4 30.2 26.5 30.8 33.2 33.8 37.8

最低 19.5 18.7 17.2 13.3 10.7 7.7 7.9 8.2 10.3 12.9 14.9 18.2

雨量 144 142 113 77 59 77 87 76 81 100 94 93

■メンドーサの年間平均気温（℃）

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

平均 23.7 22.8 20.3 14.9 11.0 7.7 7.7 9.8 13.1 16.2 20.3 22.3

　乾燥地帯である。

Thumder

(Per year)

Days of clear
sky

Heliphany

(％of Possible
hours of sun)

Days with

raim or snow

Buenos Aires 49 92 59 100

Mndoza 22 153 60 35

参考 Tokyo 148
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　ブエノスアイレス市の気象データ（96 年）

１月 ３月 ５月 ７月 ９月 11 月

平均気温（℃)

降雨量 (mm)

24.8

47.0

23.4

26.0

15.1

33.0

10.0

27.0

14.1

121.0

21.8

124.0

年平均気温

年総雨量

18.3

869.0

(２) その他気象に関する情報

１) ブエノスアイレス

・気象データについては、Nuevo Puerto 発電所で測定装置を設置中（約１ヶ月で完

成）であり、現在は空港のデータを使している。

・年間の風向は 50％がラプラタ河(河幅約 60km)に向かって吹き、30％程度が南東に吹

くので、市街地区は発電所排ガスの影響は少ないと思われる。

２) サン・ニコラス

・支配的な風向は、夏、冬を問わず北東。

・湿度が高く、季節の変わり目には霧が発生しやすい。

３) メンドーサ

・スモッグの発生は、５～６月（冬のはじめ）と９月（冬のおわり）に多い。大気が安

定して動かない朝に逆転相が形成される。

・市街からアンゼス山脈山頂（＝国境）まで 259km、山の麓まで５km くらい。

・気象データは、飛行場で気象庁が測定している(１～２年前からネットワーク化され

た)。

・雨量は 200～250mm/年でその大半は１～２月に降る。夏の気温は 30～45℃、メンドー

サでは雪は降らないが、ルハンデクジョでは少し降る。

・発電所構内で気象（風向、風速、温度）を測定している。

６－６　大気汚染の現状６－６　大気汚染の現状６－６　大気汚染の現状６－６　大気汚染の現状

　対象３地域の大気汚染の現状は次のとおりである。

(１) ブエノスアイレス市

　３点の環境濃度測定点（発電所の寄与率 50％程度、発電所から直線距離２～３km の地

点）を決めて、ENRE が予告なしに３ヶ月間測定した。測定期間は OBERVATORIO NAVAL 地点

で 1995 年７月 18 日から 11 月１日まで 106 日間、CORREO ARGENTINO および COSTA

SALGVERO 地点は 1995 年７月 12 日から９月 22 日まで、72 日間。その結果、SO2、NOx は環

境基準の１／５、SPM はほぼ基準値以下だったが、CORREO ARGENTINO 地点で 11％、COSTA

SALGOVERO 地点で 14％基準値を越えた。この時、発電所はガス焚きだったことから、別の
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汚染源と考えられる（空港が近いので、風向、風速によっては可能性あり)。

　環境測定結果の要約を表６－６に示す。

表６－６　環境測定結果の要約

調査地点名 項目 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

時間(h)

単位 測　定　結　果 環境

基準

OBSERVATORIO

NAVAL

SPM

SOx

NOx

24

24

60 分

㎎/Nm3

μg/Nm3

μg/Nm3

0.047～0.028 (21 日) 0.027～0.018 (23 日) 0.018

以下 (62 日)

23.52～10.00 (９日) 10～5 (７日) ５以下 (90 日)

Max. 27.16～Min.<３

0.150

70

290※

SORREO

ARGENTINO

SPM

SOx

NOx

24

24

60 分

㎎/Nm3

μg/Nm3

μg/Nm3

0.150 over (８日) 0.150～0.100 (13 日) 0.100

以下 (62 日)

36.00～10.00 (９日) 10～5 (３日) ５以下 (59 日)

Max. 28.12～Min.<3

0.150

70

290※

COSTA

SALGUERO

SPM

SOx

NOx

24

24

60 分

㎎/Nm3

μg/Nm3

μg/Nm3

0.150 over (10 日) 0.150～0.100 (13 日) 0.100

以下 (49 日)

36.11～10.00 (10 日) 10_5 (３日) ５以下 (59 日)

Max. 26.41～Min.<３

0.150

70

290※

※サンプリング時間 60 分に対して環境基準は 20 分値 400μg/Nm3のため、ミード修正値を用いて 400μg/Nm3

を 290μg/Nm3とした。

(２) サンニコラス市

　現在２ヶ所（発電所から約 1.2km の住宅街と約４km の繁華街）で環境モニタリング

（SO2、NOx、SPM 等）を行なっている。測定値は今まで異常値が観測されたことはない。

(３) メンドーサ市

　大気環境の管理値として、注意、警告、緊急の３段階の値がある（国も同様の３段階の

値を定めているが、それを適用しているのはここだけ)。これらの管理値は国際的な基準

値に比べれば緩やかな値となっている。年間４～５日程度、注意値になることがある（大

気の状態が悪い時）が、これは町の中心部で発生し、ほとんど自動車の排気ガスによるも

のと考えられる。また、工業地帯で汚染の高い地区があり、前述のようにスモッグが発生

する。



第７章　本格調査の内容第７章　本格調査の内容第７章　本格調査の内容第７章　本格調査の内容
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第第第第 7777 章　本格調査の内容章　本格調査の内容章　本格調査の内容章　本格調査の内容

７－１　調査目的７－１　調査目的７－１　調査目的７－１　調査目的

　本格調査の目的は、人口過密地帯や工業地帯である環境問題重点地域（ブエノス・アイレス市、

サン・ニコラス市、ルハン・デ・クージョ市）をモデル地域として、地域毎の環境面の条件の違

いを考慮した総合的な火力発電所の新設、増設の可否判断基準を確立することであり、その基準

確立に至る技術的・制度的手法について技術移転を図る。

７－２　調査対象７－２　調査対象７－２　調査対象７－２　調査対象

　本格調査の対象地区は、人口過密地帯や工業地帯である環境問題重点地域であるブエノス・ア

イレス市、サン・ニコラス市、ルハン・デ・クージョ市とする。ただし、これはあくまでモデル

地域として設定するものであるので、調査結果はより汎用性の高いものを目指す。

７－３　調査内容７－３　調査内容７－３　調査内容７－３　調査内容

(１) アルゼンティン国における電力事情、政策、開発計画のレビュー

　アルゼンティン国における現状の経済状況、経済開発政策、計画について確認し、それ

らを背景とした電力セクターに関する政策、現状及び今後の開発計画について良くレ

ビューする。ここでは特に今後の電源開発計画における火力発電所の位置づけ、使用燃料

及び開発計画の地域特性について把握する。具体的な実施項目は以下のとおり。

　・マクロ経済状況および経済開発政策のレビュー

　・電力業界の現状、政策、開発計画のレビユー

(２) アルゼンティン国における大気汚染管理の現状調査

　大気汚染防止に係るアルゼンティン国の政策、環境基準、規制の現状を確認する。また、

大気環境モニタリング、火力発電所等汚染物質排出源からの汚染物質モニタリングの現状

も調査する。更に将来の大気汚染防止体制に係る計画を調査する。具体的な実施項目は以

下のとおり。

　・大気汚染管理に対する政策

　・大気質基準および大気汚染防止のための規制

　・大気モニタリングシステム

　・火力発電所からの汚染物排出のモニタリングシステム

　・大気汚染コントロールの将来予測
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(３) 調査対象地域での環境の現状に関する調査

　今回火力発電所新設及び増設に係る基準を検討するモデル地域としたブエノス・アイレ

ス市、サン・ニコラス市、ルハン・デ・クージョ市の現状の気象、大気、その他一般的な

基礎情報を収集する。大気環境については、データの不足が想定されるため本調査の中で、

夏、冬の２シーズンについて調査を行う。

　また、対象地域内に立地する火力発電所については、現在の運転条件、環境対策設備、

汚染物質モニタリング体制、汚染物質排出（窒素酸化物、硫黄酸化物、煤塵）の現状を調

査する。加えて、地域内に立地する汚染物質の固定発生源、移動発生源を調査し、現状の

各調査対象地域の環境状態や汚染物質の由来源を把握する。具体的な実施項目は以下のと

おり。

１) 基礎データの収集

　・環境に関する一般統計情報

　・気象に関する情報

　・大気環境状況に関するデータ

　・環境状況の将来予測等に関する情報

２) 大気状態および気象状況の測定・収集

　・調査対象地区内での大気汚染物濃度の測定

　・上記の大気汚染物濃度測定時の気象データの収集

３) 現存する火力発電所に関する調査

　・発電プラントの設備概要

　・発電所の運転状況

　・設置している環境保護対策

　・発電所からの大気汚染物排出のモニタリングシステム

　・発電所からの大気汚染物の排出状況

４) 発電所以外の固定発生源に関するデータ収集

　・発電所以外の固定発生源のタイプおよび存在数

　・発電所以外の固定発生源からの大気汚染物の排出状況

５) 移動発生源に関するデータ収集

　・移動発生源のタイプおよび存在数

　・移動発生源からの大気汚染物の排出状況
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(４) 火力発電所設置及び増設に係る基準の検討

　(３）で調査した現状の調査対象地域の大気汚染の状況を検討し、汚染物質濃度の分布、

現状の大気汚染への各汚染源の寄与度を把握する。それらの検討結果や気象状況を基に調

査対象地区に最適な大気拡散シミュレーションモデルを構築する。モデルの妥当性は、今

回測定する大気環境測定の結果をもって評価する。このモデルを使用して、火力発電所の

新設、増設に伴う調査対象地区での汚染物質濃度増加分を予測することにより、汚染物質

の将来の環境濃度を推測し、その結果を基に排出基準、環境対策、使用燃料条件、設置可

否等を検討する。具体的な実施項目は以下のとおり。

１) 大気質の現状に関する解析

　・大気汚染物の分布状況

　・大気汚染に対する各種汚染発生源の寄与

２) 大気汚染物の排出に関する将来予測

３) 大気質を予測するためのシミュレーションモデルの作成

　・シミュレーションモデルの開発

　・シミュレーションモデルの検証・評価

４) 火力発電所を新・増設した場合の大気質の予測

　・大気質の予測

　・大気環境影響を低減するための種々の対策技術の評価

　・火力発電所の新・増設時の排出基準に関する検討

(５) 火力発電所の新・増設時の排出基準の運用方法の検討

　検討した火力発電所新設、増設に係る基準を現状の大気環境保全法体系のなかに組み込

んで運用するための計画を作成する。計画の中では、各地域毎の大気環境測定の基準（大

気環境モニタリングシステムの提案)、火力発電所新設、増設による汚染物質の増加を予

測するシミュレーションモデルの活用方法、対策のメニュー（地域毎の排出基準、必要な

設備対策、燃料の制限、設置場所の条件等）を示し、それらに基づき総合的に設置の可否

を判断できるものとする。また、この計画はアルゼンティン全土に適用可能な汎用性の高

いものとする。

　計画の中では実行のために必要な組織、制度面での提案も行い、実行するためのスケ

ジュールを作成する。具体的な実施項目は以下のとおり。
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１) 大気汚染のコントロールおよび管理計画

　・火力発電所の新・増設時の排出基準

　・環境影響低減のための対策技術

　・大気汚染のモニタリングシステム

２) 制度上の対策の提言

　・大気汚染コントロールシステムに対する制度の提言

　・関連組織の強化

３) 施行計画

(６) カウンターパートへの技術移転

　本調査実施期間にカウンターパートである国家電力事業規制機構（ENRE）職員に、本調

査の実施内容および方法等についてセミナーを開催し技術移転を行なう。セミナーでは、

大気環境シミュレーションモデルの考え方、操作法等及び、最終的な環境保全のための基

準の運用方法、設置の可否判断手法、適用のために必要な組織制度面の強化等を想定する。

７－４　調査の評価７－４　調査の評価７－４　調査の評価７－４　調査の評価

　本調査によって得られる成果として、以下のようなものが期待される。

(１) 調査対象地域の環境状況の現状と将来予測

(２) 大気拡散シミュレーションによる環境予測手法

(３) 火力発電所の新・増設時の環境影響評価方法

(４) 火力発電所の新・増設時の排出基準の合理的な設定手法およびその法制度上の対応方法

(５) 火力発電所の大気環境保全技術の提言

(６) 大気汚染モニタリングシステムの提言

　これらの期待される成果のうち、特に（１)、(２）および（３）おいて、本調査の調査対象３

地域がモデル地域であることから、これらの成果に含まれる環境評価や予測手法については、汎

用性、応用性の高いものとするとともにその具体的内容について先方相手先への十分な技術移転

を実施する必要がある。



第８章　本格調査実施時の留意事項第８章　本格調査実施時の留意事項第８章　本格調査実施時の留意事項第８章　本格調査実施時の留意事項
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第８章　本格調査実施時の留意事項第８章　本格調査実施時の留意事項第８章　本格調査実施時の留意事項第８章　本格調査実施時の留意事項

８－１　大気環境測定手法の検討８－１　大気環境測定手法の検討８－１　大気環境測定手法の検討８－１　大気環境測定手法の検討

(１) 大気環境濃度測定時の注意事項

１) 測定装置

　大気中の SO2,NOx および粉じん測定に必要な測定装置の種類、数量を下表に示した。

試料採取 分析測定項目

装置 数量 装置 数量

SO2 エアオートサンプラー

(６連、タイマー制御式)

５

NOx エアオートサンプラー

(６連、タイマー制御式)

５
吸光光度計 １

粉じん エアオートサンプラー ５ ・電気オーブン

・デシケーター

・電子天秤

１

１

１

その他 化学分析用ガラス器具類 １式

　これらの測定装置のうち、SO2、NOx の試料採取に用いるエアオートサンプラー (６連

式、タイマー方式）には、日本製のエアオートサンプラーの使用を想定したが、これは

電池で稼働するので、一般の電源を必要としないが、使用する電池が特殊であるため、

これを使用する場合には電池も同時に手配する必要がある。

　また、想定したエアオートサンプラーはタイマー式で６ケの試料採取を自動的に実施

できるので、これを利用できれば試料採取が効率的に実施できる。この試料採取には吸

収液が必要で、それを入れる吸収ビンが多数あれば、あらかじめ次回の測定準備ができ

るなど便利であるので、できるだけ予備品を用意するのが望ましい。また、万一このエ

アオートサンプラーが活用できない、あるいは故障した場合には通常の１連式のエアサ

ンプラーを用いて、人海戦術にて吸収液の交換を行うという方法にて対応することも可

能である。

　さらに、粉じん測定用のハイボリュームエアサンプラーは、一般電源が必要であるの

で、試料採取地点を選定する際に配慮する必要がある。また、これによる試料採取は１

日１回としと、同装置を 24 時間連続稼働させることになる。同装置は稼働時に騒音が

発生するので、この点も試料採取地点を選定する際に考慮しなければならない（特に夜

間、深夜の騒音問題)。
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２) 測定に必要な試薬、消耗品類

　測定に必要な試薬、消耗品類の種類、数量を下表に示した。

必要量測定項目 試薬類

１回測定当たり 全測定（1,800回)

HgCL2 0.272g 490g

NaCL 0.117g 210g

Sodium azide 0.003g 5.4g

Fuchsin 0.002g 3.6g

HCL 0.06mL 108mL

SO2

Hormalin 0.0054mL 9.72mL

Sulfanilic Acid 0.05g 90g

Acetic acid 1.4mL 2,520mL

NOx

N-(1-naphthyl-
Ethylenediamine dihydrochloride

0.0002g 0.36g

粉じん ろ紙 1 枚 300 枚

その他 蒸留水
エアオートサンプラー用電池

1 式

注）日本製のエアオートサンプラーは特殊な電池を使用しているため、これを使用する場合には電池
の手配を忘れないようにすること。

３) 試料採取スケジュール

　SO2、NOx の試料採取には上記のようなエアオートサンプラーの使用を想定したことか

ら、１日の試料採取数を６ヶに限定し、測定実施例として１日に１試料１時間の試料採

取を６回実施することする。

　測定スケジュールの例を以下に示す。

週間スケジュール(測定回数)項目 測定地点
（仮) 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

１～５ ６ ６ ６ ６ ６ 移 動SO2

６～10 ６ ６ ６ ６ ６

１～５ ６ ６ ６ ６ ６NOx

６～10 ６ ６ ６ ６ ６

１～５ １ １ １ １ １粉塵

６～10 １ １ １ １ １

注）１週間のうち、ウィークデイと週末日が測定日となるようにし、週間での変化を調べる。週末日
には交通量が少なく、移動発生源の影響が少ないデータが得られる可能性がある。
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１日のスケジュール(時刻)項目

4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24

SO2,

NOx

１h

-

１h

-

１h

-

１h

-

１h

-

１h

-

粉塵

---

連

--- --- ---

続

--- ---

４) 吸収液の凍結の可能性

　ルハンデクジョ地域では、冬季に気温が氷点下となり、SO2、NOx の吸収液が凍結する

可能性があるので、そのようなことが予想される場合には吸収液を保温する処置が必要

となる。

(２) 大気環境測定データの活用方法

　調査対象地区の大気中の SO2、NOx および浮遊粉じんの濃度を手分析法等により測定す

る。この大気環境測定は各調査地区の発電所周辺 10 地点程度において短期間（５日間程

度)、測定するものであり、得られるデータ数が必ずしも十分とは言えないが、環境測定

手法のひとつのモデルを提示するとともに技術移転を図るために簡易に実施するものと位

置づける。この大気環境測定により得られるデータは、１）調査対象地区の環境レベルの

概略把握とともに２）大気拡散シミュレーションモデルの検証用として利用する。

(３) 大気環境測定データの解析内容

　大気環境濃度に関する解析では、各測定データを基に、日間や週間での変化状況、季節

（夏、冬）変化、平均的な環境濃度などを求め、その要因等について考察し、大気環境の

概略を把握する。特に、異常値が発生した場合には、その原因を推測する。

　また、昼に比べ夜での交通量がほとんどないような場合には、移動発生源の影響の少な

い状態での大気環境値が得られるかも知れない。さらに、暖房器具を使用する冬期に比べ

夏期では、暖房器具に由来する汚染物の影響が少ない状態での大気環境値が得られるかも

知れない。以上のように各測定値を周辺状況と考慮して考察することにより、各汚染物の

測定値を発電所等の主要な固定発生源に由来する部分と移動発生源等に由来する部分に分

割する。

　さらに、各調査対象地区での過去の測定データとの整合性についても検討する。不一致

の場合には、その要因を検討する。特に、サンニコラスでは、電気化学センサー（SO2、

NOx）や光散乱式（粉じん）の連続測定装置が使用されているが、その測定値は必ずしも
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高精度であるとは限らない。本格調査の結果により、その妥当性を見極めることができる

かも知れない。また、ルハンデクジョでは、SO2、NOx については同様の分析手法を用いて

いるが、１測定 24 時間となっており（本格調査では、１測定１時間)、当該方法が妥当か

どうか検証することができる。このようなことから、採用すべき測定方法を提案する。

(４) 大気環境測定の実施体制

　本大気環境測定は、ENRE の協力を得て、本格調査団員が測定方法全般の指揮、指導のも

と実施する。実質的な測定業務は ENRE と CNEA の契約に基づき CNEA が実施するものとす

る。

(５) 測定地点の選定

　本大気環境測定の実施にあたっては、事前に測定地点を選定する必要がある。各測定地

点の位置については、各調査地点の過去の主な風向き、風速等から求められる最大着地距

離を目安として、最大着地距離が半分程度の距離となるようなメッシュを作成して概略の

位置を選定する（10 地点程度)。発電所を中心として測定点が河川中になる場合は、それ

を省き、より効果的な測定データの得られる別の地上の測定点（例えば、別の固定発生源

の近辺など）を選定する。

　上記で選定した位置で具体的な測定地点を定めるにあたっては、１）周辺状況 (盗難の

恐れなど）の安全性および２）電源の確保を十分に考慮すべきである。測定地点として、

州政府、市役所、学校などの公共施設、関連政府機関等の活用が望ましい。

　また、各調査対象地区では、過去に調査事例があったり（ブエノス・アイレス)、モニ

ターを設置している（サン・ニコラス)、手分析法のサンプリング局がある（ルハン・

デ・クジョ）ので、これらの測定地点が活用できるかも知れない。

(６) 試料採取後の化学分析、試薬調製など

　各調査対象地区では、ENRE の要請により調査対象内にある発電所の化学分析ラボを借用

して分析することができる。これらの化学分析ラボでは、本調査に必要な化学分析器具類

が十分に調っている（蒸留水等もあると思われる)。大学等の設備も借用可能（特に、サ

ン・ニコラス国立技術大学など）と思われる。

　使用する試薬類については、安全な取り扱いを行うことは言うまでもないが、測定時に

分析誤差となるような不純物を含む劣悪な試薬を使用しないよう、入手箇所を十分考慮す

べきである。
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８－２　発電所以外の汚染物質調査方法８－２　発電所以外の汚染物質調査方法８－２　発電所以外の汚染物質調査方法８－２　発電所以外の汚染物質調査方法

(１) 発電所以外の固定発生源に関する調査方法

　発電所以外の固定発生源に関する情報収集は、これらの発生源による大気汚染への影響

度を評価することにあり、後述する大気拡散シミュレーションにおいて発電所と同様な固

定発生源としてそれらの大気汚染影響度を評価する。そのため、このような発電所以外の

固定発生源については、大気拡散シミュレーションに使える排出物に関する情報が必要と

なる。

　調査対象地区にある主要な工場等は以下のとおり。

　　ブエノスアイレス: (複数の発電所のみ)、

　　サン・ニコラス:製鉄所、コンバインド発電所が隣接、セメント工場

　　ルハン・デ・クジョ: 石油精製工場が隣接、製鋼所

　本格調査では上記以外に主要な排煙発生源がないかどうかを確認し、これらの設備につ

いて発生する排煙に関する情報を収集することとする。

　このような発電所以外の工場等を管轄する機関は、商工業・鉱業局（ブエノス・アイレ

ス）およびメンドサ州政府、ラプラタ州政府（サン・ニコラス）であることから、ENRE を

通じて、これらの機関に必要な情報の提供を要請することとする。

　このような情報収集において、必要なデータが得られた場合にはそれらを大気拡散シ

ミュレーション用のインプットデータとして活用するが、十分なデータが得られなった場

合には、類似工場に関する排煙排出に関するデータ等を参考にして、排煙に関するデータ

を類推することとする。

(２) 移動発生源に関する調査方法

　移動発生源である自動車および交通状態に関する情報収集の目的は、これらの移動発生

源に由来する大気汚染の程度を見積もるための基礎データを得ることである。

　自動車に関する統計データや交通状況に関する情報は、国立運輸監督局 (Direccion

Nacional de Vichidad）やメンドサ州政府、ラプラタ州政府（サン・ニコラス）が管理し

ているため、ENRE を通じてこれらの情報を収集する。十分な情報が得られなかった場合に

は、交通状況が類似の都市での大気環境状態等を参考に、移動発生源に由来する大気汚染

の影響を見積もらざるを得ない。
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８－３　大気拡散シミュレーションモデル８－３　大気拡散シミュレーションモデル８－３　大気拡散シミュレーションモデル８－３　大気拡散シミュレーションモデル

(１) 大気拡散シミュレーションモデルの仕様

　大気拡散シミュレーションモデルは、次のような機能を具備したコンピュータープログ

ラムとする。

　・対象とする汚染物質：SO2、NOx、浮遊粒子状物質

　・排出源：発電所および主要な固定発生源（複数の固定発生源)

　・煙の上昇を考慮すること。

　・気象データを用いて大気の垂直、水平方向の拡散、粒子物質の沈降を考慮すること。

　・最大着地距離、濃度など主要な計算結果を表示できること。

　・シミュレーション結果は図などに視覚化すること。

　このような大気拡散シミュレーションモデルの一例として、セントラル・テルミカ・プ

エルト発電所（株）の環境影響評価では、EPA の“Industrial Source Complex Model-

Short Time 3（ISCST3)”が使用されているので、このモデルが大いに参考となろう。こ

のモデルは EPA のホームページ（www.epa.gov./ttn/scram/）より、無料で取り出すこと

ができる。

　国内でも、(社）産業環境管理協会が煙突排ガス拡散濃度シミュレーション用のプログ

ラムを販売しているが、このプログラムでは複数の固定発生源を想定できるが、汚染物と

して SO2、NOx などのガス状物質は扱えるが、粒子状物質は取り扱えないので、本調査用

モデルとして参考にはなるが、それを直接利用することはできない。

(２) 大気環境測定データを用いる大気拡散シミュレーションの検証・評価方法

　各測定データのうち、発電所等の主要な固定発生源の影響がほとんどないと考えられる

もの（風向きが異なる）は、固定発生源の影響のない状態での大気環境値として取り扱う。

　各測定データから、前述の大気環境濃度のに対する考察にて得られた移動発生源等に由

来する汚染濃度分を差し引くことにより固定発生源由来の汚染濃度を推定し、大気拡散シ

ミュレーションで得られる推測値との一致性から、シミュレーションの妥当性もしくは推

測の精度を検証することとする。また、例えば、移動発生源の少ない夜間で、発電所の風

下に当たる測定地点での測定値は、発電所から排出される汚染物の影響が大きく、シミュ

レーションの検証用としてそのまま使用できるかも知れない。

　なお、測定データが不十分である場合には、過去の測定データの活用することとする。

(３) シミュレーションモデルを用いた環境濃度の将来予測方法

　移動発生源等については考慮せず、主要な固定発生源に由来する環境濃度の上昇分のみ
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をシミュレーションする。さらに、発電所の新・増設計画を加味し、将来（一定期間後）

の環境濃度（ただし、主要固定発生源由来分のみ）を予測する。

　移動発生源に由来する環境濃度については、シミュレーションモデルには関係なく、自

動車の増加傾向、経済成長率等を考慮し、将来の環境濃度（移動発生源に由来分）を予想

する。主要固定発生源由来分の予想値と移動発生源由来分の予想値を合計し、実際の環境

濃度の予測値とする。

８－４　各種環境保全対策の適用効果８－４　各種環境保全対策の適用効果８－４　各種環境保全対策の適用効果８－４　各種環境保全対策の適用効果

　アルゼンティン国では、発電用燃料として、石炭（サン・ニコラス発電所のみ)、重油に比べ、

天然ガスの使用量が拡大しつつある。発電設備も従来型（燃焼ボイラー、蒸気タービン）から、

コンバインドサイクルの建設が増加しつつある。事実、建設中または計画中の発電所の大部分に

はコンバインドサイクルが採用されている。

　天然ガスを燃焼した場合、排ガス中のばいじんや SO2 濃度の発生量が少ない。そのため、これ

らのばいじんや SO2よりも、むしろ NOx が問題となる。

　これらのことから、本調査では、特に天然ガスを燃料とするコンバインドサイクルに対する排

煙処理技術を中心に検討すべきである。

　また、石炭・重油だきの発電所では低硫黄分燃料を使用しているが、これらの発電所排煙に適

用できる脱硝、脱硫設備、集じん器についてもレビューし、その効果を推定する。

８－５　環境基準の取り扱い８－５　環境基準の取り扱い８－５　環境基準の取り扱い８－５　環境基準の取り扱い

　環境基準については、その平均時間がまちまちな場合があり、混乱をきたす可能性があるので、

環境基準を記述する場合はその平均時間を併記するようにすること。このようなことは、法制度

を検討する場合においても十分考慮されるべきである。

　例えば、国の定める SO2や NOx の環境基準には、短期環境基準と長期環境基準があり、NOx では

それぞれ平均時間が１時間と 24 時間、SO2 では１時間、８時間および１ヶ月という平均時間が採

用されている。一方、ブエノス・アイレス市でも短期環境基準と長期環境基準があるが、それぞ

れの平均時間は 20 分と 24 時間となっている。また、国の粒子状物質に対する環境基準の平均時

間は１ヶ月で、ブエノス・アイレス市の環境基準には 20 分の短期と 24 時間の長期基準がある。

このように平均時間がまちまちであるため、国と州政府の定める基準を単純に比較することがで

きなく、混乱を招く恐れがある。

　また、各成分の環境基準の単位表示として、ppm 表示と mg/m3 表示があり（粉じんについては、

後者しかないが)、統一すべきである。
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